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【「お知らせ」等書類の送付先】

←

- )

（ ） －

インボイス区分※

（事業者情報）

インボイス登録番号

設置場所 申込者住所 その他 その他の場合は、以下にご記入ください。

 主任技術者名・電話番号※４ お名前

　　オマス発電設備については、最低出力を多くとも50％以下に抑制するために必要な機能を具備ください。　※４　自家用電気工作物となる場合にご記入ください。

電話番号

接続契約申込書　兼　特定契約申込書（低圧連系）

令和    年    月   日 令和    年    月    日

 貴社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱（中部エリア）」および「再生可能エネルギー等からの電力購入単価」ならび
に使用場所を管轄する一般送配電事業者等が定める「託送供給等約款」を承諾のうえ、以下のとおり申し込みます。
なお、発電設備に関するセキュリティ管理責任者は発電者とし、発電者が個人以外の場合には申し込み時に担当者名および連絡先を連絡すること、お
よび、発電者以外の者をセキュリティ管理責任者とする場合には、申し込み時にセキュリティ管理責任者名および連絡先を連絡することに同意しま
す。
また、申込手続および電気工事は、下記の申込者に委託します。

申込内容

※本申込書は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく発電設備の新設申込および、中部電力パワーグリッドとの受給契
　約の内容変更申込にはご利用いただけません。この場合の申込方法等は、中部電力パワーグリッドへご確認ください。

該当する箇所に✔を入れてください。
（※固定価格買取制度以外での電力販売申込の場合は、「新規」をお選びください。）

住　所

設置場所

ご 住 所

←その他の場合は内容をご記入ください。

ボルト線式 60ヘルツ 連系電圧

①

電気方式 交流

　発電方式

② kW

　インバータ定格出力容量

kW (変更前出力)※２

kW

kW　インバータ定格出力容量

　発電設備出力（太陽電池等）

(変更前出力)※２

kW

kW

(変更前出力)※２

kW

kW

　インバータ定格出力容量

　発電設備出力（太陽電池等）

　発電方式

(変更前出力)※２

　インバータ定格出力容量

kW (変更前出力)※２

　発電設備出力（太陽電池等）

2023.10

 ご 住 所

【添付資料】工事店さま等にてご記入ください。
・再生可能エネルギー発電システムの系統連系資料【必須】　　　・引込施設図面（当社指定の電子引込票含む）【必須】
・屋内配線の電圧上昇値の簡易計算書（任意）　　　　　　　　　・受電地点が分かる資料【必須】

（注）必須資料のご提出がない場合や、記載に不備がある場合は、受付いたしかねますのでご注意ください。
（注）その他必要資料があれば、ご提出ください。（ＪＥＴ認証品であることが確認できない場合は詳細資料が必要となるため、あらかじめご相談ください。）

電話番号

 会社名  担当者

kW

送付先

お客さま名

※１　複数ある場合はすべてご記入ください。　※２　設備を変更する場合のみご記入ください。　※３「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」より、火力発電設備及びバイ

発電設備※1

上記で発電方式「火力・バイオマス」を選んだ場合は、それぞれの設備につ
いて出力抑制時の最低出力をご記入ください。

〒(

現住所

④

kW⑤

kW (変更前出力)※２

上記で発電方式「その他」を選んだ場合は、その内容をご記入ください。

kW (変更前出力)※２

kW

kW

電話番号

設置場所の状況

工事店名

現　住　所

（フリガナ）

　発電設備出力（太陽電池等）

　インバータ定格出力容量

kW

　発電方式

kWkW

kW

(変更前出力)※２

(変更前出力)※２

　発電方式

　発電設備出力（太陽電池等）

　発電方式

その他の場合

kW

申込日 受付日

電話番号

kW (変更前出力)※２

 新規  変更

火力・バイオマスの場合※３

系統連系希望日 令　和

電話番号

③

※　インボイス制度等については、国税庁ＨＰ（特集インボイス制度　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm）をご参照ください。
　　原則、課税事業者は「課税売上高が１，０００万円を超える事業者」、免税事業者は「課税売上高が１，０００万円以下の事業者」となります。

中部エリアの要綱に基づく

申し込み→非ＦＩＴ


